
ドローンを所有されている方へのお願い

陸上自衛隊小郡駐屯地周辺での
ドローン等の飛行は法律により
原則禁止になっています！

飛行の必要があれば自衛隊と警察へ確認を！

陸上自衛隊小郡駐屯地の周辺（約３００ｍ）でドローン等

を飛行する場合は、事前に
① 対象防衛関係施設の管理者(小郡駐屯地司令)に
通報又は同意の申請

② 対象施設を管轄する警察署（小郡警察署）への通報
が必要です。

詳しくは、リンク先をご確認又は下記の連絡先にお問い
合わせ下さい。

陸上自衛隊小郡駐屯地 広報室 0942-72-3161
福岡県警小郡警察署 警備課 0942-73-0110

   

陸上自衛隊小郡駐屯地・福岡県警小郡警察署

自衛隊施設周辺

①通報又は同意の申請要領

リンク先：防衛省・自衛隊HP

②通報要領

リンク先：福岡県警察HP

対象となる地域の詳細

リンク先：防衛省・自衛隊HP
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